
 

 

 避難指示に伴う対象数・避難者数 
 

避難指示対象地区数：   ２３地区 

避難指示対象世帯数：２,７８９世帯 

避難指示対象者数： ６,８０５人 

避 難 者 数： ３,１４９人 
    （自主避難を含む） 

 台風被害状況 
    平成１７年９月９日(金)１７時現在 

・負 傷 者：  ２人（軽傷） 
・床上浸水： ３６棟〔３３世帯／８２人〕 
・床下浸水：１１８棟〔１６３世帯／４７８人〕 
・一部破損：  １棟〔１世帯〕 
        ８棟（非住家） 

 

 

 

      ○避難所追加開設を決定 

      （農業大学校体育館・総合体育館・美術館） 

      ○災害協定に伴う救援物資の追加要請を決定 

                      （２回目） 

      ○避難者への食事提供追加を決定（２回目） 

 ５：３０ 避難指示／防災無線による伝達・各地区公民館 

      長に電話連絡・消防団による広報（第１・２・３・ 

      ４・７・８・９・１０・１１・１２部）避難誘導・ 

      救出 

      救援物資（避難者用飲料水）の追加要請（２回目） 

      避難者用食事炊き出し準備（２回目） 

                （おにぎり６,０００個） 

 ８：１５ 救援物資（避難者用飲料水）到着（２回目） 

 ８：３０ 災害対策会議 

      ○避難所追加開設を決定 

      （農業大学校研修センター・東中学校武道館） 

 ８：４０ 避難所収容限界に伴う誘導開始 

１０：００ 災害対策会議 

      ○災害協定に伴う救援物資の追加要請を決定 

                      （３回目） 

      ○避難者への食事提供追加を決定（３回目） 

１０：１０ 救援物資（避難者用飲料水）の追加要請（３回目） 

      避難者用食事炊き出し準備（３回目） 

               （おにぎり１０,０００個） 

１１：３０ 救援物資（避難者用飲料水）到着（３回目） 
 

  この間、救援物資(飲料水)・食事(おにぎり)・毛布の 

  配布、避難所の誘導、消防団員による避難誘導・救出 
 

２０：００ 災害対策会議 

      ○避難指示一部解除 

      ○高鍋町災害警戒本部に切り替え 
 

 

平成１７年９月７日（水） 
 

 ８：３０ 被害調査開始 

 ９：３０ 災害対策会議 

      ○避難指示解除の決定 

 ９：４０ 避難指示解除 

１０：００ 災害対策会議 

      ○災害警戒本部解散を決定 

１０：００ 高鍋町災害警戒本部解散 

 このたびの台風１４号により被害を受けられた

皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。町といた

しましても１日も早く復旧するよう努めておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いします。 
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↑避難所の様子（農業大学校） ↑避難所の様子（東中学校） 

↑町営球場 

↑総合庁舎前道路 ↑中川原地区 ↑大池久保地区 

↑郵便局前県道 ↑兀の下地区 ↑高鍋大橋 

↑小丸出口地区 ↑高鍋大橋手前から見た小丸川 ↑小丸大橋 

 

平成１７年９月５日（月） 
 

 ７：００ 高鍋町情報連絡本部設置（本部長：総務課長） 

 ８：４０ 高鍋町災害警戒本部設置（本部長：助役） 

      災害対策会議 

      ○全地区への自主避難伝達を決定 

      ○自主避難の避難所開設決定 

      （蚊口地区学習等供用施設・中央公民館・東児湯 

       消防組合・老人福祉館・坂本地区公民館・持田 

       保育園） 

 ９：００ 全地区公民館長へ自主避難の伝達を依頼（電話） 

１８：３０ 高鍋町災害対策本部設置 

      災害対策会議 

      ○自主避難強化を決定 

      ○自主避難重点地区を指定 

      （小丸出口・宮越・宮越上・坂本・兀の下） 

      ○自主避難の避難所追加開設を決定 

      （東小学校体育館・西小学校体育館） 

１８：５０ 重点地区公民館長へ自主避難強化の伝達を依頼 

                        （電話） 

２１：３０ 災害対策会議 

      ○避難勧告発令を決定 

      （小丸出口・宮越・宮越上・坂本・兀の下･大池久 

       保・御屋敷・萩原） 

      ○避難者への食事提供を決定（１回目） 

２１：４０ 避難勧告（１回目）／防災無線による伝達・各地 

      区公民館長に電話連絡・消防団による広報（第２ 

      部・第３部） 

      避難者用食事炊き出し準備（１回目） 

（おにぎり３,０００個） 

２２：５０ 災害対策会議 

      ○避難勧告発令地区を追加 

      （蚊口西の二・蚊口西の一・蚊口中） 

      ○航空自衛隊新田原基地に災害派遣要請を決定 

      ○災害協定に伴う救援物資要請を決定（１回目） 

２３：００ 避難勧告（２回目）／防災無線による伝達・各地 

      区公民館長に電話連絡・消防団による広報（第１・ 

      ２・３・４・７・８・９・１０・１１・１２部）・ 

      避難誘導・救出 

２３：１０ 航空自衛隊新田原基地に災害派遣を要請 

      救援物資（避難者用飲料水）の要請（１回目） 
 

 

平成１７年９月６日（火） 
 

 １：３０ 救援物資（避難者用飲料水）到着（１回目） 

 ２：００ 自衛隊到着（毛布４０５枚） 

      避難所へ配布開始 

 ５：１０ 災害対策会議 

      ○町内２３地区に避難指示発令を決定 

      （小丸出口・小丸団地・宮越・宮越上・南宮越・ 

       兀の下・坂本・御屋敷・大池久保・萩原・蚊口 

       西の一・蚊口西の二・蚊口中・中川原・水除・ 

       正ヶ井手・馬場原・竹鳩・切原・菖蒲池東・鴫 

       野・持田・持田団地） 


